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必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必
必 必

必 ◎交通戦争から盲人を守る◎ 必
必 必
必 安全交通試験研究センクーでは 昭和42年より百人用交通安全装備の屯門必

必 研究機関としてその研究と開発に取り組み、これが晋及に努めて参りま した ＄

＄ まず触比誘導によっ て辺路の安全横断をなさせるため横断歩迫口などを触必

必党で知らせるように路面に敷設する 「点字カラープロ ック」o次に、 GO、 必

必 STOPの信号を的確に知らせるための 「振動触知式信号機」。続いて横断 必

＄中にコースを逸脱しないために植設する 「点字道路鋲」などを開発しました 忌

必 また、 プラットホームからの転落平故を防止するため白線を触知できる、 必

必 「点字白線鋲」も考案しました。 必

必 以来、これらの安全装備は全日本交通安全協会の推奨をうけ全国に普及さ必

＄ れつつありますが、 その実施状況はまだまだ扶弱であります。 ＄ 

必 交通安全対策に対する盲人の切実な訴えに呼応して一般の理解により全国必

必 に一日 も早く一個所でも多 く実施がなされることを念原かするものであります。必
必 必
必 f700岡山市南方 1丁目8の25 必
必 安 全交通試験研究セン クー 必

図 ・ 旭話0862-23-1711（代表） ＄ 
必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必
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塁． ：点字製版印刷磯械のパイオニア ： 喜

：． 0 点字製版機 〇紙 折 検 械 ※ 

・ふ 0 点字印，lli1J機械 0 紙折台 言
言 〇僭 見台 0 点図パンチ 15柚及鉛板 、塁

雷 ◎ 新型点字クイプライター製造中 雷
雷 従来の足踏式製版機を電動式製版様妃改造 雷
霊 ・ することができます。 喜
※ ※  
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巻頭日

「わが国の特殊教育制度と盲児の統合教育」

大川原 潔

ーはじめに

瞬害児の教育を、 昭害児のための学校で、 障害児だけを集めて行なうということ

は、これまでは学校教育におけるいわば常識であり、 本則として考えられてきたo

それゆえ、わが国においては祝党障害児の教育は、 盲学校を中心とした施策が昴｝ぜ

られてきたo この狭い領土に、 75校 （分校2を含む）という百学校数は、 諸外国

にその例を見ないし、そこに在籍する児it生徒数に対する教我且数 （寮母、事務戟

員を含む ）の比率は、およそ児爵生徒 1.8人に対 して 1人の割合である o また、ほ

とんどすぺての盲学校には寄宿舎が挫備されているし、 就学奨励伐による経済援助

もかな りのところまで拡充され、 日本における盲学校教育の発展ぷりはまことに 目

ざましいものがある o

しかし、こうした祝党即害教育の形態も今や是正の方向にあることは、 時代のす

う勢 というべきであろうかo アメリカをは じめ海外においては、 特殊教育 と一般の

教育との差呉は、教育様関によっ て区別するのではな く、 指導方法などにおいて特

別の配慮がなされるかいなかによっているのである o 学曲盲児の 7()知以上の教育

を受持っているのは、盲学校ではなく、一般の小・中学校であるというアメリカの

現状は、盲教育の主流が一般学校にあるこ とを如実に証明 している。そして、そこ

ではこれまで盲学校において果たされてきた盲教育の機能が、それをよりよく 発揮

しうる人的、 物的条件のうえにたって行なわれているのであるo このように障害児

の教育を普通児とともに行なう、いわゆる就合教育の理念、方法、効果等について

は、すでに多くの人たちによって論 じられているので、ここでは今後わが国におい

て統合教育を推進していくためには、どうすればよいのか、また、これを阻害 して

いる要因はどこにあるのかなどについて、 主として制度面から述ぺてみたいo

- 2 -

ー



1． 学校教育法と統合教育

戟前の盲学校制度といえば大正 I2年の西学校及び聾唖学校令によっており、

殺の学校とは異なった特殊な学校体系をとっていた。そして盲児箆生徒については

義務教育からも除外されていたo

昭和 22年の学校教育法は、 こうした不合理を改めて、 盲学校の各部はそれぞれ

幼稚菌、小学校、中学校および商等学校に準ずるとともに、これらと同等同格の位

樅づけがなされ、 また、 学齢の盲児甑生徒は、音学校ないしは小・中学校に就学さ

せることとし、 学校教脊法施行令および学校改育法施行規則等において、その趣旨

が生かされる措『1がなされたのであるo

したがって学校教育法制定当初は、日本においても盲児の就合数育を実施 しうる

制度がある程度照伽されていたとみるべきであるo しか し、 昭和36年の法改正は

日本の祝党隙害教育を inteqrationから segre酌 tionの方向へと修正されて

しまったのであるo 次にこの新1!::l法令の対比においてこれを考察してみたい。

① 学校教行法第 71条は当初 「盲学校、茄学校又は岳迎学佼は、それぞれ盲者、

巧者又は籾神社仕弱者、It文体不自由者若しく は病弱者に対して、 幼稚臨、小学校、中

学校又は高等学校に準ずる教育を施し、 あわせてその欠陥を袖 うために、 必要な知

識、技能を投けることを目的とする」とあったのを、 「盲者」の後に「（ 強度の弱

祝者を含む ）」 を加え、 さらに同 71条の 2を新たに起こして、 「前条の盲者、登

者又は科神池弱者、肢体不自由者若 しくは病弱者の心身の故障の程度は、政令でこ

れを定める」としたo

盲者の範ちゅ うに強度の弱祝者を含める ということ は、盲学校対象者の範囲を拡

大したことになり、しかもその対象となる諒害の程度は、それまでは文部事務次官

通迷によっていたのを政令 （学校教育法施行令 ）に格上げして、その拘束性を強め

たのであるoそして矯正祝力0.l未消の者のすぺて、および0.1以上o.3未満等の

うちでも盲学校対象者の含まれることを規定したのである o次官通逹においては、

「祝力0.04未満の者は盲学校が望ましいo 祝力0.0 4以上 0.3未満および視機能

障害の高度の者は、 盲学校または小・中学校の特殊学級が望ましい」という趣旨に

なっていたことからみれば、 改正された判別基準において盲および強度の弱視者の

統合教育が否定されたことになる。

R 学校教育法施行令第 17条は、当初 「児童生徒等のうち目者又はろう者を小
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学校、中学校又はその住所の存する都迫府県の設貯する百学校若しく はろ う学校以

外の盲学校若しくはろう学校に就学させよ うとする褐合には……」と、 また同 じく

第 18条には「学齢児窟または生徒の うち盲者またはろ う者で小学校、中学校又は

その住所の存する都道府限の設骰する盲学校若 しく 1まろ う学校に在学するものが、

小学校、中学校又は盲学校若しく はろ う学校の4学部若 しく は中学部の全課程を修

了する前に退学したと きは……」と、 盲者を小 ・中学校に就学させようとする船合

や、現に小・中学校に在学している者についての規定が明記されていたのであるが、

昭和36年の改正によりこの条文から小学佼、中学校の字句は削除されたのである o

③ 学校教育法第 75条は、小学校、中学校および高等学校に腔 くことのできる

特殊学級の種類を規定 しているo 当初はその一つに「百者及び弱祝者」と明記され

ていたのであるが、これまた昭和36年の法改正によ り 「盲者」は削除されてしま

ったのである o

以上のことからみれば、わが国の盲教育制度は完全に分雛教育主義をとり、しか

もそれは昭和36年以降であることを思えば、 きわめて逍憾なことであるo しかし

こうした措骰は決して理由なくして行なわれたものではな く、今後の綻合教育推進

のためにも、ぜひその背栞となった要因を反省し、 1唄食討 してみる必要がある o

その 1は、一般の教育関係者の特殊教育に対する考え方であるo学校教育を正常

者集団のために運営し、心身1邸害者を月・IJウグにしようとする意識が作用していたの

である o 「普通学級の学級経営を で きるだけ 完全に行なうためにも，その中から

例外的な心身障害者は除いて、これら とは別にそれぞれの障害に応じた適切な教育

を行なう均所を用意する必要があるo 特殊教育の学校や学級が整備され、 例外的な

児童生徒の受け入れ体制が整えば、それだけ小学校や中学校の、普通学級における

教師の指導が容易になり、 教育の効果があがるようになる」 これは当時の文部省

広報資料の一文であるが、ここからは普通学級において、どのような条件腔備をす

れば心身障害児の教育は成り立つのかというような考え方は全くうかがわれないo

普通学級をよくするためには、例外的な者を排除しなければならないとする意識が

強いのである。もちろん、こうしたことがその是非は別として、 特殊学校、特殊学

級の拡充整備につながってい ったことは事実であるo

その 2は、 盲学校への就学率との関係である。 学校というものは、 教員数にし

ても、 施設、設備等にしても、だいたいにおいて児極生徒の定員ないしは実人員に
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立ち読み版はここまでとなっております。

続きをお読みになりたい場合には

社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター

までお問い合わせください。
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塁 日点 文 暉 （患字版 ） 雷
※.fこ 1 わが国(fCおけ る点字函書館の駆史 斉 膝 恒子若※
雷 一 日本点字図麟を中心として一 1 0 0円（和 5) 雷
※ .ta 2 失明の世界から （改訂版 ） 本間一夫 糾 ※
※ ー 忍想文コンクール入選作染ー 1 0 0円（～「55) ※ 

※必 3 欧米の盲人福祉を1こずねて 本問一夫・加藤恕徳※
※ 一 世界の盲人福祉会謬と欧米の盲人施設 ー 12 0円（干55) ※ 

言lo. 4 目の不自由な人々の読害 加 ）採苦徳若 ※
一 点字と録音テー プの図碑 ー 1 0 0円(f55) ※ 

[ fa 5 言霜嘉璧証．ょ＿ 言言帽嘉了［
※ ．伍 6 点訳奉仕運動はひろがる 加j探善徳珈著※
※ ー 提唱者後藤静香の思想 と実践 ー 1 0 0円（"f5 5) ※ 

※伍 7 盲学校物語 野地繁箸※
※ ー 内側から見た半百生の記緑 ―- 1 0 0円(;F55) ※ 

※ ,fo. 8 心うたれた盲人の著者 加 J姪智徳恙 ※
※ ー 失明者たちの歩んだ人生 ー I O 0円(r55) ※ 

］・1-o. 9 色゜｀｀岱塁よ忌子の歌と人ー 1闊麟翡古喜 ・［

※•’f6. 1 0 ヘレンケラー 伝 山室武甫 若 ．※
※ 一 三諏苦を克服した人類の祝者 一ー 1 0 0円(f55) ※ 

※ .la. 1 1 光の使徒ル イ・プ ライユ 沢田税治成※
※ 一 点字創案者の英雄的生涯―- 2 0 0円（・ヤ55) ※ 

※ h1  2 盲 人 福祉(fC生きる 加 膝善徳若 ※
※ 一 生きがいを求めてI0年 ―- I O 0円(f55) ※ 

雷．fa13 ゆ ・け ・妃 ・ど・ めの人生 木村龍平著※
※ ー 絶望から 自立への再出発 ー 1 0 0円（ず55) 言
雷 発行所社会幅祉法人日本点 字図書館※

東京都新宿区諏訪町 2-i2 ※ 
※ TE  L (O3)209-0 24 1 ※ 

雷 振替口座束京 44522番雷
※※※※※※※※※※※※※※※※ •※※※※※※※※•※ •※※※※※※※※※ •※※※ 
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